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農業者の声を市農政に反映させよう！

〜 原田市長に『建議書』を提出 〜

　日田市農業委員会（小山一善会長・３８名）は１１月１２日、

原田市長に「平成２５年度日田市農政施策に関する建議書」を提

出しました。これは農業委員会等に関する法律に基づくもので、

農業者の声を市農政に反映させるため、『災害復旧に対する早期

対応』『日田式循環型農業の推進』『有害鳥獣被害対策』『担い手

の育成および労働力確保対策』の４項目について建議しました。

　　　　≪ 目　次 ≫
◎市農政施策に関する建議 ・・・　P２

◎農業委員会委員選挙人名簿について　P３

◎先進地視察研修報告・・ ・・・　 P４

◎農地の賃借料情報を提供しています　P５

◎農地の転用等には許可を・・・・ P６
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東
日
本
大
震
災
か
ら
１
年
も
経
た
な
い
昨
年
11
月
に

政
府
は
十
分
な
情
報
開
示
と
国
民
的
な
議
論
が
な
い
中
、

地
域
農
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加

に
向
け
関
係
国
と
の
協
議
に
入
る
と
表
明
し
ま
し
た
。

ま
た
、
日
田
市
に
お
い
て
は
７
月
３
日
、
14
日
の
豪
雨

災
害
に
お
け
る
農
業
被
害
は
甚
大
な
も
の
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
復
旧
対
策
に
つ
い
て
は
１
日
も
早
い
対
策
が

求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
日
田
市
の
農
業
は
、
農
業
従
事
者
の

高
齢
化
の
進
行
と
担
い
手
の
減
少
が
続
い
て
お
り
、
地

域
農
業
を
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
産
業
と
し
て

い
く
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
す
。
ま
た
消
費
者
に
安
心

で
安
全
な
農
作
物
の
供
給
を
図
る
た
め
、「
日
田
式
循
環

型
有
機
農
業
」
を
よ
り
一
層
推
進
し
、
地
域
の
特
性
に

応
じ
た
農
業
経
営
体
制
の
確
立
に
取
組
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
農
業
者
の
生
産
意
欲
の
低
下
を
も
た
ら

す
有
害
鳥
獣
被
害
に
対
す
る
取
り
組
み
が
急
務
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

日
田
市
農
業
委
員
会
は
、
時
代
を
担
う
若
者
た
ち
に

魅
力
あ
る
農
業
経
営
が
実
現
で
き
る
よ
う
、
来
年
度
予

算
編
成
時
期
に
あ
た
り
、
次
の
通
り
施
策
の
実
現
と
予

算
の
確
保
を
図
ら
れ
る
よ
う
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法
律
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
建
議
し
ま
す
。

一
、
災
害
復
旧
に
対
す
る
早
期
対
応
に
つ
い
て

①
農
地
お
よ
び
農
業
用
施
設
等
の
早
期
復
旧
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

②
農
家
が
希
望
を
持
て
る
よ
う
工
事
期
間
、
負
担
金
額
、

復
旧
工
法
な
ど
具
体
的
な
災
害
復
旧
工
事
の
見
通
し
を

示
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

③
災
害
復
旧
工
事
の
負
担
金
の
捻
出
に
苦
慮
し
て
い
る

農
家
も
い
る
こ
と
よ
り
負
担
軽
減
策
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

二
、
日
田
式
循
環
型
有
機
農
業
の
推
進
に
つ
い
て

①
日
田
市
の
農
産
物
の
多
く
は
、
消
費
者
の
動
向
に
合

わ
せ
て
有
機
、
減
農
薬
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
安

全
で
安
心
な
農
産
物
を
供
給
す
る
た
め
に
安
心
し
て
使

用
で
き
る
安
価
で
良
質
の
堆
肥
生
産
の
た
め
の
指
導
・

供
給
体
制
を
確
立
さ
せ
る
よ
う
継
続
し
た
取
り
組
み
を

要
望
し
ま
す
。

②
日
田
式
循
環
型
有
機
農
業
を
日
田
市
全
体
に
勧
め
る

為
、
堆
肥
散
布
機
の
整
備
を
よ
り
一
層
図
ら
れ
る
と
と

も
に
整
備
後
の
効
率
的
運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
要
望
し

ま
す
。

三
、
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い
て

（
防
御
対
策
）

①
電
気
柵
、
防
護
柵
の
設
置
へ
の
補
助
金
の
枠
の
大
幅

な
拡
大
に
つ
き
ま
し
て
は
感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。
厳
し
い
財
政
状
況
と
は
思
い
ま
す
が
、
事

業
費
枠
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
早
期
執
行
及
び
継
続
し
た

支
援
を
要
望
し
ま
す
。

②
里
山
の
手
入
な
ど
集
落
を
含
め
た
防
除
技
術
体
系
の

構
築
と
そ
の
周
知
徹
底
、
支
援
な
ど
を
行
い
、
総
合
的

平
成
二
十
五
年
度

﹁
日
田
市
農
政
施
策
に

　
　
　
　

関
す
る
建
議
﹂

な
有
害
鳥
獣
対
策
に
取
り
組
む
よ
う
要
望
し
ま
す
。

③
有
害
鳥
獣
は
生
息
場
所
を
狭
め
ら
れ
て
や
む
を
得
ず
、

人
間
の
住
環
境
に
出
現
す
る
と
い
う
現
状
も
あ
り
、
環

境
林
の
整
備
な
ど
そ
の
生
息
場
所
の
環
境
づ
く
り
に
取

り
組
む
よ
う
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
捕
獲
対
策
）

①
猿
の
捕
獲
報
償
金
制
度
を
新
た
に
設
け
、
捕
獲
対
策

に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
感
謝
い
た
し

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
市
町
村
に
お
い
て

も
実
績
が
伴
わ
な
い
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
引
き
続
き

捕
獲
対
策
だ
け
で
な
く
効
果
的
な
対
応
の
周
知
を
幅
広

く
行
う
よ
う
要
望
し
ま
す
。

（
共
通
事
項
）

①
近
年
、
小
動
物
（
ア
ナ
グ
マ
、
狸
等
）、
鳥
類
（
カ
ラ
ス
、

ム
ク
ド
リ
、
ヒ
ヨ
ド
リ
な
ど
）
に
よ
る
被
害
が
拡
大
し

て
お
り
、
こ
の
被
害
も
農
家
経
営
の
意
欲
を
減
退
さ
せ

る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
防
御
・
捕
獲
を
含
め
た
被

害
防
止
策
対
策
に
対
す
る
本
市
独
自
の
対
策
を
講
じ
ら

れ
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

②
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て
対
策
協
議
会
が
設
立
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
農
家
の
要
望
は
有
害
鳥
獣
の
頭
羽
数
の

減
少
を
望
ん
で
お
り
、
そ
の
活
動
・
対
策
に
つ
い
て
統

一
し
た
行
動
に
よ
り
被
害
減
少
に
結
び
つ
け
る
た
め
構

成
組
織
間
の
連
絡
調
整
を
密
に
し
、
取
組
む
よ
う
要
望

し
ま
す
。

四
、
担
い
手
の
育
成
及
び
労
働
力
確
保
対
策
に
つ
い
て

①
農
繁
期
の
人
手
不
足
解
消
の
た
め
人
材
募
集
組
織
の

設
立
。

②
集
落
営
農
組
織
へ
の
人
材
育
成
お
よ
び
農
業
機
械
導
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『農業委員会委員選挙人名簿登載申請書』は

１月１０日までに提出を！

入
の
際
の
補
助
の
拡
充
な
ど
の
支
援
。

③
儲
か
る
農
業
・
魅
力
あ
る
農
業
で
後
継
者
の
育
成

を
図
る
こ
と
。

④
新
規
農
産
物
の
開
拓
・
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を

推
進
し
、
農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
の
施
策
。

⑤
認
定
農
業
者
へ
の
支
援
強
化
。

⑥
新
規
就
農
者
だ
け
で
な
く
、
後
継
者
へ
の
支
援
強

化
。

◎
新
任
農
業
委
員
の
お
知
ら
せ

　

大
分
県
農
業
協
同
組
合
推
薦
の
選
任
委
員
が
次
の

方
に
代
わ
り
ま
し
た
。

【
農
協
推
薦
】

  

横
尾　

政
幸 

委
員
（
琴
平
町
）

組
織
委
員
と
し
て
、
地
域

農
業
を
守
る
た
め
、
農
業

基
盤
の
維
持
拡
大
に
積
極

的
に
取
組
み
ま
す
。

副
会
長

　

日
高　

勝
利

  

◎
視
察
研
修
に
参
加
し
て

　

農
業
者
年
金
受
給
者
協
議
会
（
百
五
十
九
名
）
の

会
員
二
十
一
名
は
十
月
三
十
日
と
三
十
一
日
の
二
日

間
、
下
関
・
萩
方
面
へ
視
察
研
修
に
行
き
ま
し
た
。

　

会
員
の
高
齢
化
に
よ
り
参
加
人
数
が
心
配
さ
れ
ま

し
た
が
、
終
始
、
楽
し
い
雰
囲
気
の
中
で
無
事
に
終

了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

会
員
の
親
睦
を
深
め
る
こ
と
が
研
修
の
目
的
で
す

が
、
来
年
も
ぜ
ひ
計
画
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

農
業
者
年
金
受
給
者
協
議
会
（
百
五
十
九

名
）
の
総
会
が
六
月
四
日
、
市
内
の
ホ
テ
ル

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
小
山
一
善
農
業
委
員

会
会
長
、
原
田
啓
介
市
長
、
佐
藤
知
昭
大
分

県
農
協
日
田
事
業
部
長
の
来
賓
祝
辞
の
後
、

議
案
審
議
が
行
わ
れ
役
員
改
選
に
よ
り
、
会

長
に
天
瀬
支
部
の
川
津
初
男
氏
、
副
会
長
に

日
田
支
部
の
日
高
勝
利
氏
、
東
有
田
支
部
の

後
藤
多
賀
士
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　農業委員会委員の選挙人名簿は、各農家からの申請を基に作成され

ます。申請用紙は平成 24年 12月中旬に、該当すると思われる方に郵

送しますので、平成 25 年 1 月 1日現在の状況でご記入いただき、平

成 25年１月 10日（木）までに同封の返信用封筒（切手不要）で市農

業委員会事務局まで返信してください。直接、持参される場合、平日

は農業委員会事務局へ。(8：30〜17：00)

　また、土・日・祝日・年末年始（平成 24 年 12 月 29 日（土）～平

成 25年 1月 3日（木）は、市役所日直が受け取りをします。

　　　 ≪問合先≫　農業委員会事務局　電話２２－８２１３

　

な
お
、
農
業
委
員

会
で
は
、
農
業
者
年

金
の
加
入
推
進
を
随

時
行
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
お
近
く
に

加
入
希
望
者
が
お
ら

れ
ま
し
た
ら
、
ご
協

力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
度

日
田
市
農
業
者
年
金

　
　

受
給
者
協
議
会
総
会
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今
回
、
私
ど
も
農
業
委
員
会
は
岡
山
県
新
見
市
と

高
知
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
へ
視
察
研
修
に
行
っ
て

参
り
ま
し
た
。
ま
ず
岡
山
県
新
見
市
で
す
が
、
地
理

的
条
件
や
風
土
共
に
日
田
市
に
似
て
い
る
印
象
で
し

た
。
千
屋
牛
の
育
成
・
ピ
オ
ー
ネ
の
栽
培
な
ど
特
色

あ
る
農
業
で
自
然
を
利
用
し
た
農
業
で
す
。
ま
た
、

新
規
就
農
者
の
育
成
に
市
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
お

り
、
手
厚
い
助
成
が
目
を
引
き
ま
す
。
担
い
手
不
足

に
よ
る
、
農
地
の
維
持
が
困
難
に
な
る
の
は
明
白
な

為
、
市
を
中
心
に
若
手
農
業
者
の
確
保
に
努
め
た
結

果
、
22
組
、
世
帯
員
を
含
め
65
名
が
居
住
し
地
域
振

興
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
単
価
の
安
定
や

早
期
の
経
営
確
立
が
見
込
ま
れ
る
ピ
オ
ー
ネ
と
ト
マ

ト
に
つ
い
て
、
経
営
リ
ス
ク
の
高
い
新
規
参
入
型
就

農
者
を
重
点
に
支
援
施
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

二
日
目
の
高
知
県
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

は
、
特
産
物
で
あ
る
野
菜
・
果
樹
の
研
究
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
特
に
着
目
す
べ
き
は
、Ｉ
Ｐ
Ｍ（
天
敵
）

に
よ
る
害
虫
の
防
除
に
よ
り
、
安
全
・
安
心
を
求
め

る
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム
栽
培

で
す
。
薬
剤
散
布
を
極
力
抑
え
天
敵
を
使
い
害
虫
の

防
除
を
図
る
研
究
で
、
労
力
の
軽
減
と
安
全
な
野
菜

の
栽
培
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
主
要
な
品
目

に
つ
い
て
包
装
紙
の
改
良
（
パ
ー
シ
ャ
ル
シ
ー
ル
包

装
）
な
ど
に
よ
る
、
鮮
度
保
持
技
術
を
確
立
す
る
と

共
に
機
能
性
成
分
な
ど
品
質
面
の
研
究
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
日
田
市
に
お
い
て
も
、
安
心
・
安
全
な

エ
コ
農
業
を
推
進
し
て
い
く
農
政
を
行
う
必
要
が
あ

る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

９月３日に豪雨災害地状況の視察を行いました。

　７月におきた九州北部豪雨災害により、市内の全域で

土砂崩れや河川の氾濫などが起こり、農地や農業用施設

が甚大な被害を受けました。今後、離農者や耕作放棄地

の増加が懸念されることから、農業委員会としても県・

市に早期の災害復旧を求めています。

「ＪＡＪＡフェスタ」に参加しました。

  １１月１０・１１日中城グラウンドにおいて、

 「ＪＡＪＡフェスタ」が開催されました。農業委

員会は農地相談と米粉パン９００個の無料配布を

行い、米の消費拡大のＰＲを行いました。

農
業
委
員
会

　

副
会
長

　

  

石
井　

照
久

︽
先
進
地
研
修
報
告
︾

▲視察研修のようす

▲行列ができた米粉パンの配布



日田市農業委員会だより（５）平成２４年１２月１日発行

  

農
業
委
員
地
区
別
セ
ミ
ナ
ー
が

　
　
　
　
　
　
　

  

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　　

大
分
県
農
業
会
議
は
11
月
13
日
、西
部
地
区
（
日
田
・
玖
珠
・

九
重
）
の
農
業
委
員
を
集
め
て
地
区
別
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し

ま
し
た
。
全
体
で
63
名
の
参
加
が
あ
り
、
日
田
市
か
ら
は
29

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
主
催
者
を
代
表
し
て
大
分
県
農
業
会
議

石
井
副
会
長
の
あ
い
さ
つ
。
続
い
て
原
田
市
長
か
ら
来
賓
の

あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

研
修
会
で
は
、
県
か
ら
『
人
・
農
地
プ
ラ
ン
』
の
説
明
。

各
地
区
か
ら
の
事
例
発
表
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
３
つ
の
班
に

分
か
れ
、
米
の
消
費
拡
大
、
遊
休
農
地
解
消
の
独
自
活
動
、

鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

分
科
会
形
式
は
初
め
て
で
し
た
が
、
積
極
的
な
意
見
が
多
く

出
さ
れ
、
有
意
義
な
セ
ミ
ナ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

①
農
業
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

　

六
十
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
一
号

被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
年
間
六
十
日
以

上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
方
は
誰
で

も
加
入
で
き
ま
す
。
配
偶
者
や
後
継
者

な
ど
家
族
農
業
従
事
者
の
方
も
加
入

で
き
ま
す
。

②
認
定
農
業
者
な
ど
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
に
は
保
険
料
の
国
庫

補
助
が
あ
り
ま
す
。

　

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し
て

い
る
方
や
、
そ
の
方
と
家
族
経
営
協
定

を
結
ん
だ
配
偶
者
・
後
継
者
の
方
な
ど

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
は
、
保
険

料
の
国
庫
補
助
（
月
額
最
高
一
万
円
）

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　

電
話　

二
二
ー
八
二
一
三

≪ 農地の「賃借料情報」を提供しています ! ≫

　平成２１年６月２４日に「農地法の一部を改正する法律」が公布され、平成２１年１２月

１５日に施行されました。この改正により「標準小作料」が廃止され、これに代わり農業委

員会が農地の賃借料の情報提供を行うことが法律上明記されました。

　農業委員会事務局では、改正後の農地法第５２条の規定に基づき、農地法及び農業経営

基盤強化法により賃借された実勢の賃借料を集計し、情報を提供しておりますので、賃借

料を決定する際の判断材料としてご活用ください。

　なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はなく賃借料決定の参考として

提供するものですから、実際の契約の際には貸手と借手の両者でよく協議したうえで締結し

てください。　≪問合先≫　農業委員会事務局　電話２２－８２１３

▲分科会のようす

老
後
の
備
え
は
、

農
業
者
年
金
で
安
心
！



日田市農業委員会だより（６）平成２４年１２月１日発行

資源保護のため古紙配合率100％の再生紙を使用しています。
また、環境にやさしい「大豆油インク」を使用しています。

農地の転用・売買・貸借等は許可を受けてから
●｢自分の農地だから許可や届出等をしなくても、自由に売ったり、貸したり、転用してもよ
　いのでは｣と思っている方はいませんか。
●農地を売ったり、貸したり、転用したりするときは、｢農地法｣等に基づく許可が必要です。
●対象の土地が農地であるかどうかは、現況で判断されます。登記地目が農地であれば、耕
　作されていなくても農地として扱われます。また、登記地目が農地でなくても、農地に利
　用されている土地は農地とみなされます。

■農地を耕作目的で売買したり

　貸し借りするときは農業委員

　会の許可が必要です。

■農地を取得する適格者（耕作

　等の面積が申請地を含めて下

　限面積３０ａ以上）でない場

　合には許可されません。

◎農地を埋め立てするには、事前に許可等が必要です。

◎許可後、転用していない農地がありましたら、速やかに転用し登記まで済ましてください。

◎農地の違反転用をなくしましょう。

◎違反転用等については、農地法で原状回復等の処分や罰則が定められています。

※申請書 の 締め切りは

  毎月１７日です
１７日が閉庁日の場合には、次の開庁日

を締め切りとさせていただきます。

◎発行日　毎週金曜日　　◎購読料　１ケ月６００円（送料込）

◎お申込・問合先　　お近くの農業委員又は

　　農業委員会事務局まで（電話２２−８２１３）

農 地 を 売 買 又 は
貸し借りするときは

３ 条 申 請 及 び

農業経営基盤強化促進法
４条申請 ５条申請

自 分 名 義 の 農 地 を
転 用 す る と き は

他人名義の土地を買うか
借りて転用するときは

■農地の転用とは、農地を住宅・工場・倉庫・駐車場用地

　など農地以外の用途に変更することで、農業委員会を経

　て県知事の許可が必要です。

■農振法の農用地区域内農地でないか農業振興課で調べて

　ください。もし区域内農地であれば除外の申請をして

　ください。この除外が決定にならないと農業委員会への転

　用申請ができません。

☆経営には情報が多いほど良い☆

『 全　国　農　業　新　聞 』


